
街路樹剪定業務委託 
【特記仕様書】 

 
Ⅰ　業務概要 

１）業務番号　建管維委第 33 号 
２）業 務 名　街路樹剪定業務委託（米代町線ほか 1 路線） 
３）業務場所　北秋田市米代町　地内ほか 
４）業務内容　①剪定作業　※街路樹位置図参照　 

プラタナス剪定　　（４０本） 
ヒマラヤシーダ剪定　（５本） 
イチョウ剪定　　　（８１本） 

　　　　　　　　　サルスベリ剪定　　（１７本） 
　　　　　　　　②枝運搬処分 
　　　　　　　　　施 設 名：朝日建設㈱ 
　　　　　　　　　所 在 地：北秋田市綴子字山神堂下 144-62　地内 

　　　　　　　　　運搬距離：L＝4.4 ㎞ 

　　　　　　　　③目視確認 

樹木の異常の有無を目視等により確認、報告書の作成（倒木、枯死、空洞、亀裂、枯損、

病虫害） 

　　　　　　　　　 
４）業務期間　契約締結日翌日から令和８年１２月１８日 

 
Ⅱ　業務仕様 
　　施工に先立ち発注者と綿密な打合せにより、業務に着手すること。 
　　 
 
Ⅲ　条件等 
１）業務遂行上及び管理上必要と認められるときは、発注者及び受注者は打合せを行うものとする。なお、

打合せ時の指示、承諾及び協議事項は本特記仕様書と同等の効力を有するものとする。 
２）受注者は業務施工するにあたり、第三者に及ぼす損害を可能な限り防止するため、最善の努力を払い

適切な処置を講じなければならない。 
　　　受注者が管理者の注意義務を怠ったことにより生じた損害賠償については、受注者が負担する。 

受注者は第三者に及ぼした損害に係る処理にあたっては、発注者と協議を行うとともに公正かつ迅速

な処理に努めなければならない。 
 
Ⅳ　定めなき事項 
　　この仕様に定めのない事項については、発注者と受注者とが協議するものとする。


